
電子契約実施要領 

 

（令和８年２月27日管理者決裁）  

 

（趣旨） 

第１ この要領は、盛岡地区広域消防組合財務規則（昭和47年規則第７号。以下「財務規則」と

いう。）第 114条に規定する契約書の作成を、電子契約サービスにより行う場合において、必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２ この要領における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、財務規則の定めるところ

による。 

 ⑴ 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。 

⑵ 電子契約サービス サービス提供事業者が当該サービスを利用する者の指示を受けてサー

ビス提供事業者自身の署名鍵により利用者の電子署名を電子契約書案に対し行うとともに、

電子契約書を保存及び管理するサービスをいう。 

⑶ 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第 102号）第２条第１項に

規定する電子署名をいう。 

⑷ 電子契約書案 契約につき契約内容を記録した電磁的記録をいう。 

⑸ 電子署名実施者 電子署名を行う権限を有する者をいう。 

⑹ アカウント 電子契約サービスを利用するための権利をいう。 

⑺ パスワード 電子契約サービスを利用するために必要となる符号をいう。 

⑻ 契約担当者 財務規則第２条第５号に規定する契約担当者をいう。 

⑼ 契約実務担当者 職員のうち、電子契約サービスに電子契約書案をアップロードする等、

電子契約サービスを利用した契約手続の実務を行う者をいう。 

（電子契約の対象） 

第３ 電子契約の対象は、組合が発注する全ての案件とする。ただし、電子契約によることが適

当でないと管理者が認める契約を締結する場合は、この限りでない。 

２ 電子契約の対象案件においては、入札公告、指名通知又は見積通知によりその旨を明記する

ものとする。 

（利用の申出） 

第４ 契約の相手方のうち、電子契約を希望する者は、電子契約サービスを利用する前に、電子

契約サービスの利用について申し出なければならない。 

２ 前項の申出は、次の事項を記載した書面により行わなければならない。なお、管理者がやむ

を得ないと認めた場合は、その他の方法で行うことができるものとする。 

 ⑴ 契約者の住所及び氏名（法人にあっては商号及び代表者職氏名） 

 ⑵ 入札（見積）件名 



 ⑶ 契約締結権限者（電子署名実施者）の氏名（法人にあっては職氏名）及びメールアドレス 

 ⑷ 建設工事請負契約においては、建設業法（昭和24年法律第 100号）第19条第１項及び第２

項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により契約を締結することにつ

いて承諾する旨 

（電子契約サービス運用管理者） 

第５ 電子契約サービスの利用に関する適正な管理を行うため、電子契約サービス運用管理者（

以下「運用管理者」という。）を置く。 

２ 運用管理者は、事務局主幹をもって充てる。 

３ 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。 

 ⑴ 庁内の電子契約サービスの利用権限の設定に関すること。 

 ⑵ 電子契約サービスの利用手続に関すること。 

 ⑶ その他電子契約サービスを適正かつ円滑に運用管理するために必要なこと。 

（電子署名実施者の責務等） 

第６ 電子署名実施者は、事務局主幹とする。 

２ 電子署名実施者は、あらかじめ指名する職員に電子署名の実施に関し必要な補助を行わせる

ことができる。 

３ 電子署名を行う際には、所定の決裁手続を経ていることを確認しなければならない。 

（電子契約の締結方法） 

第７ 電子契約の締結は、サービス提供事業者の提供する電子契約サービスを用いて行うものと

する。 

２ 契約実務担当者及び契約の相手方は、利用する電子契約サービスの利用方法に従って利用し

なければならない。 

３ 契約実務担当者は、電子契約の締結に必要な電子契約書案を電子契約サービスにアップロー

ドする。 

４ 契約の相手方は、電子契約サービスにアップロードされた電子契約書案を確認し、契約内容

に合意するときは、契約締結のための電子署名を行う。 

５ 電子署名実施者は、電子契約サービスで契約の相手方が電子署名した電子契約書案を確認 

し、電子署名を行う。 

（アカウント等の取扱い） 

第８ アカウントは、運用管理者が設定し、電子契約サービスを利用する所属（以下「利用所 

属」という。）の所属長あてに付与する。 

２ アカウントの変更は、運用管理者が行うものとする。 

３ アカウントの取扱いは、利用所属の職員（以下「所属職員」という。）がこれを適正に行わ

なければならない。 

４ パスワードの設定、管理及び変更は、利用所属の所属長が行うものとする。 



５ 利用所属の所属長及び所属職員は、パスワードを厳重に管理し、漏えいその他の事故の防止

に努めなければならない。 

（電子契約書の管理） 

第９ 電子契約書の原本は、電子契約サービスにより保存及び管理される電子契約書とする。 

 （障害時の対応等） 

第10 電子契約サービスの障害、天災、広域停電、通信障害によるネットワーク障害その他やむ

を得ない事情により電子契約サービスが利用できない場合で、障害の復旧又は状況の改善が見

込めず電子契約が締結できないと組合が判断したときは、電子契約を中止し、書面での契約書

に変更することがある。 

２ 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、第４の申出にかかわらず、必要と認める場合 

は、原契約が電子契約によるものか否かを問わず、電子契約又は書面の契約書のいずれによっ

てもその変更契約を締結することができる。 

（事故等の報告）  

第11 利用者は、電子契約サービスの不正な利用又はその恐れがあると認められる場合若しくは

障害を発見した場合には、速やかに運用管理者に報告し、運用管理者の指示に従うものとす 

る。 

２ 運用管理者は、前項による連絡を受け、又は自ら電子契約サービスの障害を発見した際に 

は、速やかにサービス提供事業者に連絡し、必要な措置を講じるものとする。 

（その他） 

第12 この要領に定めのない事項については、管理者が別に定めるところによる。 

附 則（令和８年２月27日決裁） 

 この要領は、令和８年３月１日から適用する。 

 


